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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　松葉杖の端部を収容するための空洞を提供する本体と、前記本体に対して移動可能に取
り付けられた複数の保持要素であって、前記松葉杖を直立位置に維持することを支援する
ように、前記松葉杖の端部が前記空洞に収容されるのに応答して第１の位置から第２の位
置へ移動するように適合された複数の保持要素とを含み、
　前記本体が、取付部を画定する第１の本体部分と第２の本体部分とを含み、前記保持要
素が第１の本体部分に位置決め可能であり、前記第２の本体部分は、前記保持要素が前記
取付部によって前記本体に枢着されるように、前記保持要素を取り付けるために前記第１
の本体部分と係合させることができ、
　前記第１の本体部分が、前記保持要素が前記松葉杖を保持するために上方へ延びること
を可能にするスロットを含むことを特徴とする松葉杖保持器。
【請求項２】
　請求項１に記載の松葉杖保持器において、前記保持要素が、前記松葉杖の端部と係合す
る第１の部分と、前記松葉杖の端部から所定の距離をおいて前記松葉杖と係合する第２の
部分とを含むことを特徴とする松葉杖保持器。
【請求項３】
　請求項２に記載の松葉杖保持器において、前記保持要素の１つの方向に傾くことによっ
て前記保持要素の前記第２の部分の移動を引き起こし、前記保持要素の前記第１の部分を
反対方向に移動させ、前記第１の部分が前記松葉杖の端部との係合を強められ、強化され
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た保持力をもたらすように、前記保持要素が枢着されることを特徴とする松葉杖保持器。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れか１項に記載の松葉杖保持器において、各保持要素は、前記松葉
杖が傾けられると前記松葉杖の端部を圧迫する回転レバーを提供し、前記空洞は、前記松
葉杖の端部を適所に保持して各回転レバーの圧迫動作をもたらす当接部を提供するように
適合されることを特徴とする松葉杖保持器。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れか１項に記載の松葉杖保持器において、各保持要素が、前記第１
の位置から、垂直に延びる位置まで回転可能なように、前記空洞の周縁部に隣接して前記
本体に枢着されることを特徴とする松葉杖保持器。
【請求項６】
　請求項１乃至５の何れか１項に記載の松葉杖保持器において、前記保持要素は、前記松
葉杖が前記空洞から垂直に持ち上げられると前記第１の位置へ戻るように移動すべく適合
されることを特徴とする松葉杖保持器。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れか１項に記載の松葉杖保持器において、前記保持要素が、前記第
１の位置に付勢されるように釣り合わせられることを特徴とする松葉杖保持器。
【請求項８】
　請求項１乃至７の何れか１項に記載の松葉杖保持器において、前記空洞が、前記保持要
素を収容するためのスロット部であって、当該スロット部に前記保持要素が収容されたと
きに前記空洞が円形断面となるスロット部を含むことを特徴とする松葉杖保持器。
【請求項９】
　請求項１乃至８の何れか１項に記載の松葉杖保持器において、各保持要素が、前記松葉
杖の端部のゴムチップのショルダ部より上で前記松葉杖を保持するように配置されること
を特徴とする松葉杖保持器。
【請求項１０】
　請求項１乃至９の何れか１項に記載の松葉杖保持器において、前記保持要素の第１の対
が、第１の面での前記松葉杖の回転を防止するように配置され、前記保持要素の第２の対
が、第２の面での前記松葉杖の回転を防止するように配置され、前記第２の面が前記第１
の面に対して実質的に垂直であることを特徴とする松葉杖保持器。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０の何れか１項に記載の松葉杖保持器において、前記第１の本体部分の
前記スロットが十字構造であることを特徴とする松葉杖保持器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は松葉杖保持器および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、支えないと転倒または倒れ込んでしまう人を支えることを支援する多数の異
なる種類の松葉杖または補助器具に関することは認識されるであろう。本発明は松葉杖を
特に参照して考察されるが、一対の松葉杖、歩行用杖または単一の松葉杖など、支持具の
複数の組合せがあることは認識されよう。
【０００３】
　松葉杖保持器は一般に、１つまたは複数の松葉杖を収容するための中空の垂直に延びる
シリンダを支持する基部を含む。十分な支持を提供するために、シリンダは典型的に空気
中に延び、１つまたは複数の松葉杖を直立位置に保持するのに適した断面を有する。
【０００４】
　こうした背景およびそれに関連する問題および難局に対し、本発明は開発された。
【発明の概要】
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【０００５】
　本明細書に記載される好ましい実施形態の第１の態様によれば、松葉杖の端部を収容す
るための空洞を提供する本体と、本体に対して移動可能に取り付けられた複数の保持要素
であって、松葉杖を直立位置に維持することを支援するように、松葉杖の端部が空洞に収
容されるのに応答して第１の位置から第２の位置へ移動するように適合された複数の保持
要素とを含む松葉杖保持器が提供される。
【０００６】
　好ましくは保持要素が、松葉杖の端部と係合する第１の部分と、松葉杖の端部から所定
の距離をおいて松葉杖と係合する第２の部分とを含む。
【０００７】
　保持要素の１つの方向に傾くことによって保持要素の第２の部分の移動を引き起こし、
保持要素の第１の部分を反対方向に移動させ、第１の部分が松葉杖の端部との係合を強め
られ、強化された保持力をもたらすように、好ましくは保持要素が枢着される。
【０００８】
　好ましくは、各保持要素は、松葉杖が傾けられると松葉杖の端部を圧迫する回転レバー
を提供し、空洞は、松葉杖の端部を適所に保持して各回転レバーの圧迫動作をもたらす当
接部を提供するように適合される。
【０００９】
　好ましくは、各保持要素は、第１の位置から、垂直に延びる位置まで回転可能なように
、空洞の周縁部に隣接して本体に枢着される。
【００１０】
　好ましくは、保持要素は、松葉杖が空洞から垂直に持ち上げられると第１の位置へ戻る
ように移動すべく適合される。
【００１１】
　好ましくは、保持要素は、第１の位置に付勢されるように釣り合わせられる。
【００１２】
　好ましくは、空洞は、保持要素を収容して実質的に円形断面の効果的に空洞であるもの
を形成するスロット部を含む。
【００１３】
　好ましくは保持要素の第１の対は、第１の面での松葉杖の回転を防止するように配置さ
れ、保持要素の第２の対は、第２の面での松葉杖の回転を防止するように配置され、第２
の面は第１の面に対して実質的に垂直である。
【００１４】
　本明細書に記載される好ましい実施形態の第２の態様によれば、松葉杖の端部を空洞内
に収容するステップを含む松葉杖を保持する方法が提供され、松葉杖の空洞内への移動に
より松葉杖は複数の保持要素と当接し、保持要素を第１の位置から第２の位置へ移動させ
、第２の位置において保持要素は松葉杖を直立位置に維持することを支援する。
【００１５】
　好ましくは、各保持要素は、松葉杖によって見られるような空洞の有効深さを拡大する
ように松葉杖を保持するとき上方へ延びるように配置される。
【００１６】
　本明細書に記載される好ましい実施形態の第３の態様によれば、ロッド要素の端部を収
容するための空洞と、空洞がロッド要素を収容するとき第１の位置から第２の位置へ移動
し、空洞に収容されるとロッド要素を直立位置に維持することを支援するように適合され
た複数の保持要素と、を含むロッド要素用の保持器が提供される。
【００１７】
　好ましくは、各保持要素は、ロッド要素によって見られるような空洞の有効深さを拡大
するようにロッド要素を保持するとき上方へ延びるように配置される。
【００１８】
　考察されるように、
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（ｉ）有利な保持機構を提供する松葉杖保持器、
（ｉｉ）簡単に使用可能であり、松葉杖を必要とする人々に、家庭、病院および他の環境
でさらなる独立性を提供する松葉杖保持器、
（ｉｉｉ）見て美しい形状を有し、松葉杖の迅速な挿入および取外しを可能にする松葉杖
保持器、および
（ｉｖ）有利な保持機構を提供する一方、比較的少ない部品数でも簡単に作製される松葉
杖保持器、
を含むいくつかの利点を提供する本発明の複数の好ましい構成があると考えられる。
【００１９】
　本発明の他の態様、好ましい形状および利点は、詳細な説明、図面および請求項を含む
本明細書から明らかになることは認識されよう。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
　本発明のより深い理解を促すために、ここでいくつかの好ましい実施形態を添付の図面
を参照して記載する。
【００２１】
【図１】図１は、本発明の第１の好ましい実施形態による松葉杖保持器の斜視図である。
【図２】図２は、図１に示した松葉杖保持器の２つの断面図である。
【図３】図３は、図１に示した松葉杖保持器の１つの断面図である。
【図４】図４は、図１に示した松葉杖保持器のいくつかの断面図であり、図面は松葉杖保
持器の動作を示す働きをする。
【図５】図５は、松葉杖が松葉杖保持器に挿入される直前の、図１に示した松葉杖保持器
の斜視図である。
【図６】図６は、図１に示した松葉杖保持器の部分的に分解した図である。
【図７】図７は、図１に示した松葉杖保持器の２つの断面図である。
【図８】図８は、図１に示した松葉杖保持器の２つの別の断面図である。
【図９】図９は、本発明の第２の好ましい実施形態による方法の説明図である。
【図１０】図１０は、図９に示した方法の実施を示す。
【図１１】図１１は、図９に示した方法の実施を示す。
【図１２】図１２は、図９に示した方法の実施を示す。
【図１３】図１３は、図９に示した方法の実施を示す。
【図１３】図１３は、本発明の別の好ましい実施形態による別の松葉杖保持器を示す。
【図１４】図１４は、本発明の別の好ましい実施形態による別の松葉杖保持器を示す。
【図１５】図１５は、本発明の別の好ましい実施形態によるさらに別の松葉杖保持器を示
す。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　実施形態のそれぞれは特別に記載されており、本発明はいずれか１つの実施形態のいず
れか特有の特徴または要素に限定されていると解釈されるべきではないことは認識されよ
う。本発明はまた、複数の実施形態または実施形態に関連して記載される変形の何らかの
特徴に限定されていると解釈されるべきではない。
【００２３】
　図１を参照すると、本発明の第１の好ましい実施形態に従う松葉杖保持器１０が示され
ている。松葉杖保持器１０は、松葉杖１２の容易な挿入および取外しを可能にする比較的
低い断面形状を有し、松葉杖１２を直立に有利に保持する保持機構を提供する。
【００２４】
　松葉杖保持器１０は、病室のベッドまたは椅子の隣、浴室、リハビリ室およびジム、待
合室などで有利に使用できるスタンドを提供すると考えられている。松葉杖保持器１０は
、家庭および病院環境の両方で、松葉杖を取り寄せる難しさを低減すると考えられている
。松葉杖保持器１０は、松葉杖を必要とする人々に、さらなる独立性を有利に提供すると
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考えられている。
【００２５】
　図１および２に示されるように、松葉杖保持器１０は、松葉杖１２の端部１８を収容す
る空洞１６を提供する本体１４を含む。複数の保持要素２２が本体１４に移動可能に取り
付けられている。保持要素２２は、松葉杖１２の端部１８が収容されるのに応答して、松
葉杖２０を直立に維持することを補助するように第１の位置２４から第２の位置２６へ移
動するように適合される。
【００２６】
　第１の位置２４において、保持要素２２は概ね水平方向に延び、各保持要素２２の第１
の部分２８が空洞１６の上に延び、各保持要素２２の第２の部分３０が空洞１６から離し
て配置される。
【００２７】
　第１の部分２８は、松葉杖１２が空洞１６に挿入されるとき、松葉杖１２の端部１８の
下面３２と係合するように適合される。第１の部分２８は複数の突出部３４を含み、複数
の突出部３４は各保持要素２２のそれぞれの長さから横方向に外方へ延びる。松葉杖１２
が空洞１６の中にさらに挿入されるとき、突出部３４は松葉杖１２の端部１８の下面３２
に当接する。松葉杖１２およびその下面３２が空洞１６に挿入されるにつれ、突出部３４
は下面３２に沿って外方へ移動する。
【００２８】
　松葉杖１２の端部１８が挿入され続けると、突出部３４は松葉杖１２の端部１８の縁３
６に到達する。さらなる挿入により第１の部分２８は続けて縁３６を越えて移動され、松
葉杖１２の端部１８の側部３８に当接する。松葉杖１２の端部１８が空洞１６に完全に押
し込まれると、突出部３４は端部１８の側部３８に当接しそれをわずかに圧迫して松葉杖
１２を適所に保持するようにする。
【００２９】
　松葉杖１２を適所に保持するとき、各保持要素２２の第２の部分３０は、松葉杖１２の
端部１８から所定距離４０離れて松葉杖１２と係合する。図２に示されるように、第２の
部分３０は、端部１８に設けられたゴムチップ４４の上の松葉杖１２のアルミ製ロッド部
分４２と係合するように適合される。
【００３０】
　実施形態においては、各保持要素２２は、各保持要素２２の各第１の部分２８と第２の
部分３０との間の位置４６で本体１４に回転可能に取り付けられる。この枢着は、保持要
素２２が結果としてそれぞれ回転レバー４８を提供し、松葉杖が前後に傾けられるとき松
葉杖１２のゴムチップ４４の外縁部５０（側部３８）を圧迫するので有利であると考えら
れる。
【００３１】
　図３に示されるように、保持要素５４の１つに向かう方向５２に傾けることにより、保
持要素５４の第２の部分５６は、空洞１６の中心軸５８から離れるように移動される。こ
れにより保持要素５４の第１の部分６０は反対方向に、空洞１６の中心軸５８の方へ移動
される。これは、第１の部分６０を松葉杖１２の外縁部５０とより強く係合させ、強化さ
れた保持力をもたらすように有利に働く。
【００３２】
　強化された保持力をもたらすために、反対側の保持要素６２と空洞１６の内壁とが、（
逆向きの力を提供するように）松葉杖１２の端部１８を保持する当接部６４を提供し、そ
の結果、保持要素５４が強化された保持力をもたらすべく作動できることは認識されよう
。
【００３３】
　図４～６に示されるように、松葉杖保持器１０は、第１の面６８に配置された、松葉杖
１２の第１の面６８での回転を防止する保持要素２２の第１の対６６を含む。さらに松葉
杖保持器１０は、第１の面６８と実質的に垂直な第２の面７２に配置された、第２の面７
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２での松葉杖１２の回転を防止する保持要素２２の第２の対７０を含む。
【００３４】
　保持要素２２の第１の対６６を有利に設けることによって、松葉杖保持器１０は、第１
の面６８の前方および逆方向の両方における傾斜の防止を有利に支援することができる。
同様に、保持要素２２の第２の対７０を設けることによって、松葉杖保持器１０は、第２
の面７２の前方および逆方向の両方における傾斜の防止を有利に支援することができる。
第１の面６８と第２の面７２との間に配置される垂直面７４において、松葉杖１２を傾け
ることによってもたらされる傾斜動作の成分は、保持要素２２の第１の対６６と第２の対
７０とが協働して松葉杖１２の傾斜を防止するように、第１の面６８と第２の面７２との
間で共有される。
【００３５】
　図６に示されるように、第１の部分２８は、松葉杖１２がいずれかの方向に傾けられる
と保持要素２２の第１の対６６と第２の対７０とが協働して傾斜を防止するように保持要
素２２を移動させる横方向に延びる部分７６を有利に含む。
【００３６】
　横方向に延びる部分７６は、松葉杖１２のアルミ製ロッド部分４２の周囲にぴったり一
致する凹部７８を含む。保持要素２２の凹部７８が、ロッド部分４２の周囲のかなりの部
分に有利に延在する。
【００３７】
　図５および６を参照すると、松葉杖保持器１０の本体１４は、第１の部分８０と第２の
部分８２を含む。第２の部分８２は、第２の部分８２を通って第１の部分８０の中に延び
る締結具を収容する複数の穴を含む。第１の部分８０は、締結具を固定するための対応す
る雌ねじ部を有する複数の締結用穴８４を含む。第１の部分８０と第２の部分８２は、保
持要素２２を枢着するための溝の形状の取付け部８８を画定する。
【００３８】
　保持要素２２は第１の部分８０に位置付けることが可能である。第２の部分８２は、保
持要素２２を適所に取り付けるように第１の部分８０と係合させて結合具を用いて固定す
ることが可能であり、この時保持要素２２は溝によって本体１４に枢着されている。
【００３９】
　図５に示されるように、第１の部分８０は、保持要素２２が松葉杖１２を保持するため
に直立して延びることを可能にするために、空洞１６を横切って延びる２つのスロット９
０を含む。スロット９０は十字構造を形成するように配置され、十字構造を介して保持要
素２２は直立して延びることができる。
【００４０】
　取付け部８８は、各保持要素２２から延びる回転部９４を保持できるように、空洞１６
の周囲９２の外側に間隔を空けて配置される。図６に示されるように、回転部９４は各保
持要素２２の本体から外方へ横方向に延びる延在部を含む。回転部９４は、第２の部分３
０の端部より第１の部分２８の端部から離されると有利である。回転部９４のこの間隔は
、松葉杖１２が松葉杖保持器１０から取り外されたとき、保持要素２２を、垂直に延びる
位置から第１の位置２４へ移動するように付勢すべく有利に働く。これは以下で図７を参
照してさらに詳しく記載される。
【００４１】
　松葉杖保持器１０からの松葉杖１２の取外しが図７に記載される。最初、松葉杖１２は
、収容位置９６から始まる。この後、松葉杖１２は上方へ位置９８まで持ち上げられる。
この地点で松葉杖１２のゴムチップ４４のショルダ部１００が保持要素２２の傾斜部１０
２と当接する。これにより全ての保持要素２２が外側へ移動され、その結果、その質量中
心が回転部９４によって提供された回転の支点を越えて移動し、保持要素２２が垂直に延
びる位置１０４から外側へ移動し、図２に示される後退した第１の位置２４へ落ちて戻る
。従って回転部９４および質量中心の位置を制御することによって、保持要素２２は、松
葉杖１２が空洞１６から垂直に持ち上げられたとき、第１の位置２４へ付勢されるように
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釣り合わせられる。当然のことながら、これは、松葉杖保持器１０の保持機構を手動でセ
ットし直す必要がないので有利である。松葉杖保持器１０は、松葉杖１２が取り外される
と保持要素２２を第１の位置２４へ自動的に戻るように移動させるべく有利に構成される
。
【００４２】
　図６に示されるように、空洞の壁は、松葉杖１２が直立位置に保持されているとき、保
持要素２２の第１の部分２８を収容するための２つのスロット部１０６を含む。松葉杖１
２が直立位置に保持されているとき、保持要素２２の第１の部分２８の表面１０８と空洞
１６が、松葉杖１２によって見られるような、実質的に円形断面の効果的な空洞を形成す
るようにスロット部１０６は成形される。これは、松葉杖１２が傾けられたとき、回転レ
バーとして作動する各保持要素２２の圧迫動作をもたらすように当接部を提供することを
支援するように有利に働く。
【００４３】
　当然のことながら、第２の部分３０は、松葉杖１２を保持しているとき、保持要素２２
の質量中心が回転部９４によってもたらされる回転部から内側に離されているので、空洞
１６の中心軸５８（松葉杖１２の長手軸１１０）に向かって付勢される。
【００４４】
　考察されるように、各保持要素２２の第２の部分３０は、松葉杖１２の端部１８のゴム
チップ４４のショルダ部より上で松葉杖１２を保持するように配置される。従来型のゴム
チップ端部を容易に収容するために、保持要素２２は、この実施形態では、約６７ｃｍの
長さである。そのような長さは、従来型の松葉杖を保持するのと同時に、都合のよいサイ
ズの基部を提供するように有利に働く。勿論、基部は公知の手段で重み付けされる。
【００４５】
　図８に示されるように、松葉杖保持器１０によって提供される有利な保持機構は、松葉
杖を相当な距離持ち上げる必要なく、松葉杖の挿入を可能にする。この実施形態では、松
葉杖１２は、松葉杖１２を挿入するために、およそ４０ｍｍの距離１１２だけ持ち上げる
必要がある。松葉杖１２を取り外すために、松葉杖１２を４０ｍｍだけ持ち上げ、松葉杖
１２をわずかに横に移動させ、保持要素２２の全てを後退位置に戻すように迅速に促すこ
とも可能である。
【００４６】
　図９は本発明のさらに好ましい実施形態に従う方法１１４を示す。ブロック１１６にお
いて、方法１１４は、松葉杖１２０の端部１１８を、松葉杖保持器１２２の空洞１２１の
中に収容するステップを含む。ブロック１２４において、松葉杖１２０が空洞１２２の中
に移動することにより松葉杖１２０は複数の保持要素１２６と当接し、保持要素１２６は
第１の状態１２８から移動される。図１０および１１に示されるように、保持要素１２６
は上方へ中間位置まで移動し、そこで保持要素２２は松葉杖１２０のゴム端部１３０と当
接する。次に保持要素はゴム端部１３０に沿って移動し、最終的にゴム端部１３０より上
の位置１３２で松葉杖２０と当接する。松葉杖１２０が傾けられると、保持要素１２６は
ゴム端部１３０の基部で圧迫作用を有利に提供し、圧迫作用が松葉杖１２０を直立位置に
維持することを支援する。ブロック１３４において、方法１１４は、松葉杖１２０の重み
が自然な傾き動作を提供することにより、松葉杖１２０を有利に直立に保持する。
【００４７】
　空洞１２１の深さを考慮する場合、保持要素１２６の供給は、松葉杖１２０によって見
られるような空洞１２１の有効深さを拡大するように有利に働く。さらにゴム端部１３０
より上で松葉杖１２０を係合することによって、非常にわずかな傾斜の結果、有利なレバ
ー動作が提供されることによって比較的大きな圧迫力がもたらされ、松葉杖１２２を適所
に保持する。
【００４８】
　図１３および１４は、本発明のさらに別の好ましい実施形態による松葉杖保持器１３６
を示す。松葉杖保持器１３６は床の高さに目立たないように有利に置かれる一方、一対の
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松葉杖を使用できる状態で直立位置に保持すると考えられる。
【００４９】
　松葉杖保持器１３６は、長さ３２０ｍｍ×幅２２０ｍｍを計測する楕円状プラスチック
ドームを形成し、最も厚い地点で４０ｍｍであり、その縁部において床の高さまで先細状
に下がる。ドームは一対の松葉杖を収容するための２つの横並びになった空洞を有する。
空洞はそれぞれ、松葉杖を適所に保持するように働く機構を保持する。
【００５０】
　機構の固定アームは、松葉杖の基部が空洞に入り、ゴムグリップの上の松葉杖のアルミ
製チューブの周りで松葉杖の重みを使用して固定されると起動される。
【００５１】
　松葉杖が完全に挿入されると、固定アームは松葉杖を使用できる状態で垂直位置に保持
する。松葉杖を解放し引き抜くために、松葉杖は空洞からただ持ち上げられ、固定アーム
は後退し、ドームのハウジング内へ戻り見えなくなる。
【００５２】
　松葉杖保持器１３６は、一対の松葉杖を立てる医学的な保健医療補助器具を提供すると
考えられている。松葉杖は実際に使用されない時、危険かつ不便である。病室のベッドま
たは椅子の隣、浴室、リハビリ室またはジム、待合室等など専門的な環境で松葉杖保持器
１３６を使用することは、看護および人手を軽減すると考えられている。重要なことに、
松葉杖保持器１３６は、松葉杖を使用する人々にさらなる独立性を提供するとも考えられ
ている。
【００５３】
　松葉杖保持器１３６はまた、ベッド脇に、浴室に、食堂の椅子、テレビを視聴する椅子
（ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ　ｃｈａｉｒ）の隣に、または戸外のテラスなどに配置すること
によって家庭で使用されてもよい。家庭での使用は介護人に息抜きを提供し、松葉杖を使
用する人々にある程度の独立性を与えるはずである。当然のことながら、松葉杖保持器１
３６はまた、数個の利用例に言及するだけだが、職場、レストラン、美容サロン、および
待合室など、商業施設での利用も見出せるであろう。
【００５４】
　安全性および利便性の観点から、松葉杖保持器１３６は、患者が腕を通せるように立っ
ている松葉杖を有利に提供し、松葉杖は通常位置において、一番近いコーナーに立てかけ
られることも床に危険極まりなく横たわることもない。
【００５５】
　図１５は、単一の松葉杖または歩行用杖のための、松葉杖保持器１３８の形状をとった
本発明のさらに好ましい実施形態を示す。松葉杖保持器１３８は３つの保持要素１４０と
、松葉杖を収容するための凹部１４２とを含む。保持要素１４０は凹部１４２の中心に対
して、約１２０度の角度を付けて配置される。保持要素１４０は倒された位置から延伸位
置まで移動可能であり、延伸位置で保持要素１４０は、締付け動作を適用することによっ
て松葉杖の傾斜を防止するように適合される。
【００５６】
　締付け動作を提供するために、保持要素は、凹部１４２の底面より上の設定距離のとこ
ろで、松葉杖保持器１３８の本体に枢着される。延伸位置にあるとき、保持要素１４０の
第１の端部は松葉杖のシャフトを３点で保持し、保持要素１４０の反対の第２の端部はシ
ャフトの下端を保持して傾斜の防止を支援する。
【００５７】
　松葉杖保持器１３８が歩行用杖用である実施形態において、この装置は、１９ｍｍのシ
ャフトおよび３８ｍｍのゴム端部の寸法を有する歩行用杖を収容し保持するように構成さ
れることは認識されよう。
【００５８】
　本発明のいくつかの好ましい実施形態をここに記載してきたが、これら実施形態は、
（ｉ）有利な保持機構を提供する松葉杖保持器、



(9) JP 5984220 B2 2016.9.6

10

20

（ｉｉ）簡単に使用可能であり、松葉杖を必要とする人々に、家庭、病院および他の環境
でさらなる独立性を提供する松葉杖保持器、
（ｉｉｉ）見て美しい形状を有し、松葉杖の迅速な挿入および取外しを可能にする松葉杖
保持器および、
（ｉｖ）有利な保持機構を提供する一方、比較的少ない部品数でも簡単に作製される松葉
杖保持器、
の例を提示していることは認識されよう。
【００５９】
　当然のことながら、本発明の趣旨および範囲から逸脱することなく、様々な変更および
等価形態が実現されてもよい。これは、添付の請求項の範囲内での修正を、全ての修正、
代替的構成および等価物とともに含む。
【００６０】
　本発明を図面に示した特定の実施形態に限定する意図はない。本発明は出願人およびそ
の完全な範囲を与えられた発明にとって有益に解釈されるべきである。
【００６１】
　本明細書において、特定の特徴の存在は、別の特徴の存在を除外しない。用語「含む」
、「包含する」、および「有する」は、排他的な意味ではなく、包括的に解釈されるべき
である。
【００６２】
　本明細書中のいずれの考察も本発明の背景を説明するように意図されることは認識され
よう。考察した材料が、従来技術の原理部分またはいずれか特定の国または地域の関連す
る一般的な知識を形成した場合、承認として理解されるべきではない。

【図１】 【図２】
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